
誰もが働きやすい健康で安心・安全な職場を実現しましょう！ 
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くまの労基   
第 330 号  令和７年 11 月１日 発行 

ひと、くらし、みらいのために 

  熊野労働基準監督署 

【１】11 月は「過労死等防止啓発月間」です。 
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【２】11 月は労働保険未手続事業一掃強化期間です。 

  
 

 労働保険（労災保険と雇用保険の総称）は、農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇

用している場合、事業主又は労働者の意思に関わりなく必ず加入することが法律で定められて

います。 

 三重労働局では、11 月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、「労働保険の未手

続事業場の一掃」を重点項目に、全国労働保険事務組合連合会三重支部と連携して、未手続事

業場の加入促進を図っています。 

 また、厚生労働省では、求職中の方や労働者の皆様が、事業場における労働保険の加入状況

を把握（検索）できるよう、ホームページにおいて労働保険適用事業場情報の公表を行ってい

ます。 

 詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。         

 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm  

 

 

※ 問合せ先  三重労働局総務部労働保険徴収室 ☎059-226-2100 

 
 

 

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm
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【３】最低賃金が改定されます。  
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